
 
仙台市介護保険審議会 

地域密着型サービス運営委員会 
（第 5期計画期間 第 7回会議） 

 

日時：平成 26年 1月 10日（金） 

                                        午後 3時 00分 

場所：市役所本庁舎 2階 第 3委員会室 

 

次  第 
 

1 開 会 

 

2 報 告 

（1）小規模多機能型居宅介護(建設費補助なし)、複合型サービス及び認知症対応型通所介護

の応募結果について（資料 1） 

（2）認知症対応型共同生活介護事前協議事業者の選定結果について（資料 2） 

（3）施設の整備状況について（資料 3） 

 

3 議 事 

（1）地域密着型サービス事業者の指定について（資料 4）（参考資料 4） 

（2）地域密着型サービス事業者の指定更新について（資料 5）（参考資料 5） 

 

4 その他 

 

    5 閉 会 

資  料 
○ 資料 1           小規模多機能型居宅介護(建設費補助なし)、複合型サービス及び認知 

通所介護の応募結果について 

○ 資料 2             認知症対応型共同生活介護事前協議事業者の選定結果について 

○ 資料 3               施設整備状況一覧  

○ 参考資料 3-1          施設整備状況(平成 25年 10月 1日現在) 

○ 資料 4             地域密着型サービス事業者の指定について   

○ 参考資料 4-1～4     資料 4に係る事業概要、事業所位置図     

○ 資料 5           地域密着型サービス事業者の指定更新について 

○ 参考資料 5          地域密着型サービス事業所に対する実地指導の実施状況について 

 

 

資料３－２ 
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仙 台 市 介 護 保 険 審 議 会 

地域密着型サービス運営委員会（第5期計画期間 第7回会議）議事録 

 

日時：平成２６年１月１０日(金)15:00～16:00 

場所：市役所本庁舎２階 第３委員会室 

 

＜出席者＞ 

【委員】 

阿部一彦委員、板橋純子委員、太田雅夫委員、小笠原サキ子委員 

草刈拓委員、小坂浩之委員、徳田広子委員 

以上7名、五十音順 

（阿部淳子委員、土井勝幸委員 欠席） 

 

【仙台市職員】 

高橋健康福祉局保険高齢部長、米内山高齢企画課長、 坂本介護保険課長 

佐々木青葉区障害高齢課長、加藤泉区障害高齢課長、大嶋若林区障害高齢課長 

武山太白区障害高齢課長、山崎泉区障害高齢課長、 福原介護保険課主幹兼指導第一係

長 

高橋介護保険課主幹兼介護保険係長、小口高齢企画課施設係長、 阿部介護保険課管理

係長 

（草苅介護予防推進室長欠席） 

 

＜議事要旨＞ 

 

１．開会 

会議の公開、非公開の確認 議事(1)(2)については非公開 → 異議なし 

議事録署名委員については 板橋委員を指名 → 板橋委員了承 

 

２．報告 

(1) 小規模多機能型居宅介護(建設費補助なし)、複合型サービス及び認知症対応型通所

介護の応募結果について 

(2) 認知症対応型共同生活介護事前協議事業者の選定結果について 

(3) 施設の整備状況について 

 



2/2 

事務局より説明 

委 員 長： 意見、質問等ありますか。 

委 員 長： 質問等がなければ報告事項については終了とします。 

 

３．議事 

(1) 地域密着型サービス事業者の指定について 

(2) 地域密着型サービス事業者の指定更新について 

事務局より説明 

 

委 員 長： 意見、質問等ありますか。 

委  員： 個人情報管理の不備とはどういう内容か。 

事 務 局： 苦情処理箱が、苦情書を入れづらい場所に設置されて、施錠されていない状

況で、個人情報が漏れる恐れがあっため、口頭で指摘していたが、事業者の

対応がされなかったので、指導としたもので、今は改善されている。 

委 員 長： その他、意見，質問等がなければ、承認としてよろしいですか。 

（異議等なし） 

 

４．その他 

委  員： 認知症対応型共同生活介護「かりんの家」が当初1ユニット9人で開所するこ

とについて、市の側からは、どのような指導がされているのか。 

事 務 局： 事業者との協議のなかで、引き続き職員の確保に努め4～5月を目処に確保と

いうことで進めている。 

委  員： 居住費に幅があるようだが、基準はあるのか。 

事 務 局： 建設費用、事務費用などから、ばらつきはあるが、一般的な範囲内と考えて

おり、市では高過ぎたり、低すぎたりといったことにならないよう注意をし

ているが、基準は設けていない。 

委  員： 高齢者の年金暮らしの方も自己負担が低く抑えられれば、グループホームも

利用しやすくなるのではないか。 

委 員 長： その他、意見質問等ありますか。  

      (なし) 

委 員 長： 最後に事務局から何かありますか。 

事 務 局： (次回開催について、事務局より説明) 

日程は委員長と相談の上、後日文書で連絡します。 


